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建設産業政策 2017+10 ～若い人たちに明日の建設産業を語ろう～（抜粋）
（平成29年７月４日建設産業政策会議）

Ⅳ.今後の建設産業政策

２．具体的な建設産業政策

(1) 業界内外の連携による働き方改革

建設産業の魅力を高め、若年層や女性の入職を促進し、担い手を確保していくため、企業と働く
人の間の信頼関係を軸として、適切な賃金水準の確保や社会保険の加入促進、長時間労働の是正
や週休２日の確保など建設産業の「働き方改革」の実現に向けた取組を強力に推進する必要がある。

（略）。また、働き方改革に取り組む企業が競争上不利とならないよう、許可や経営事項審査、専門工
事企業の選定など各段階での取組を強化するべきである。（略）

⑤働く人を大切にする業界・企業であることを「見える化」する

・専門工事企業に関する企業情報の提供

－技能労働者評価に重点を置くなど、専門工事業の特性を踏まえた評価制度の構築

(3) 多様な主体との連携による良質な建設サービスの提供

（略）。具体的には、建設生産システムにおける各プレーヤーの役割と責務を明確化するとともに、
建設業で働く人や専門工事業の姿を「見える化」することで、適正な技術・技能を持った建設企業によ
る良質な建設サービスの提供が図られる環境を整備する必要がある。（略）

⑦専門工事業の姿を「見える化」する

・専門工事企業に関する企業情報の提供（再掲）

・先進的な取組をしている専門工事企業に対する顕彰



技能と経験にふさわしい処遇（給与）と社会保険加
入の徹底に向けた環境を整備する。

○ 日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね１０年後に団塊世代の大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況。
○ 建設業が、引き続き、災害対応、インフラ整備・メンテナンス、都市開発、住宅建設・リフォーム等を支える役割を果たし続けるためには、これまで
の社会保険加入促進、担い手３法の制定、i-Constructionなどの成果を土台として、働き方改革の取組を一段と強化する必要。

○ 政府全体では、長時間労働の是正に向けた「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定や、「新しい経済政策パッケージ」の策定など生産性革
命、賃金引上げの動き。また、国土交通省でも、「建設産業政策2017＋10」のとりまとめや６年連続での設計労務単価引上げを実施。

○ これらの取組と連動しつつ、建設企業が働き方改革に積極的に取り組めるよう、労務単価の引上げのタイミングをとらえ、平成３０年度以降、下記３
分野で従来のシステムの枠にとらわれない新たな施策を、関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で展開。

○ 中長期的に安定的・持続的な事業量の確保など事業環境の整備にも留意。
※今後、建設業団体側にも積極的な取組を要請し、今夏を目途に官民の取組を共有し、施策の具体的展開や強化に向けた対話を実施。

生産性向上長時間労働の是正 給与・社会保険

罰則付きの時間外労働規制の施行の猶予期間（５
年）を待たず、長時間労働是正、週休２日の確保を図
る。特に週休２日制の導入にあたっては、技能者の多
数が日給月給であることに留意して取組を進める。

○各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進
する

・昨年８月に策定した「適正な工期設定等のためのガイド
ライン」について、各発注工事の実情を踏まえて改定す
るとともに、受発注者双方の協力による取組を推進する

・各発注者による適正な工期設定を支援するため、工期設
定支援システムについて地方公共団体等への周知を進め
る

○生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする

・中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公
共工事の積算基準等を改善する

・生産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰する
（i-Construction大賞の対象拡大）

・個々の建設業従事者の人材育成を通じて生産性向上につ
なげるため、建設リカレント教育を推進する

○週休２日制の導入を後押しする

・公共工事における週休２日工事の実施団体・件数を大幅
に拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する

・建設現場の週休2日と円滑な施工の確保をともに実現さ
せるため、公共工事の週休2日工事において労務費等の補
正を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正
率を見直す

・週休２日を達成した企業や、女性活躍を推進する企業な
ど、働き方改革に積極的に取り組む企業を積極的に評価
する

・週休２日制を実施している現場等（モデルとなる優良な
現場）を見える化する

○仕事を効率化する

・建設業許可等の手続き負担を軽減するため、申請手続
きを電子化する

・工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事におけ
る関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の
導入等により、施工品質の向上と省力化を図る

・建設キャリアアップシステムを活用し、書類作成等の
現場管理を効率化する

i-Constructionの推進等を通じ、建設生産システム
のあらゆる段階におけるICTの活用等により生産性
の向上を図る。

○社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・
スタンダードにする

・全ての発注者に対して、工事施工について、下請の建設
企業を含め、社会保険加入業者に限定するよう要請する

・社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を
認めない仕組みを構築する

○限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する

・現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合
理化を検討する

・補助金などを受けて発注される民間工事を含め、施工時期
の平準化をさらに進める※給与や社会保険への加入については、週休２日工事も

含め、継続的なモニタリング調査等を実施し、下請まで
給与や法定福利費が行き渡っているかを確認。

○重層下請構造改善のため、下請次数削減方策を検討する

建設業働き方改革加速化プログラム （平成30年3月20日国土交通省策定・公表）
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○技能や経験にふさわしい処遇（給与）を実現する

・労務単価の改訂が下請の建設企業まで行き渡るよう、発
注関係団体・建設業団体に対して労務単価の活用や適切
な賃金水準の確保を要請する

・建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね５年
で全ての建設技能者（約３３０万人）の加入を推進する

・技能・経験にふさわしい処遇（給与）が実現するよう、
建設技能者の能力評価制度を策定する

・能力評価制度の検討結果を踏まえ、高い技能・経験を有す
る建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇
用する専門工事企業の施工能力等の見える化を検討する

・民間発注工事における建設業の退職金共済制度の普及を
関係団体に対して働きかける
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建設技能者の能力評価のあり方に関する検討会中間とりまとめ（抜粋）
（平成30年３月27日建設技能者の能力評価のあり方に関する検討会）

Ⅲ．今後の進め方

１．専門工事企業の施工能力等の見える化との連動

これまでも述べてきたとおり、建設業は、近い将来、高齢者の大量離職が見込まれることから、中長期的な観点から
の担い手の確保・育成とともに、建設工事に係る施工水準の確保が課題となっている。

そのため、人材育成等に取り組み、施工能力等の高い専門工事企業が、正当に競争するための客観的な指標等を
提供することで、これらの企業の受注機会の拡大を図り、ひいては建設技能者の処遇改善や人材投資の好循環を生
み出すことが重要である。

そのため、建設技能者の能力評価制度の検討と並行して、専門工事企業の施工能力等の見える化についても検討
を開始し、評価項目・内容や評価主体等の検討を進めているところである。

特に、建設技能者の能力評価制度を建設技能者の処遇改善に繋げていくためには、能力評価制度により高い評価
を受けた建設技能者、つまり、高いレベルの建設技能者を抱え、育てる企業が選ばれる環境を整備することが必要で
ある。したがって、「見える化」する対象として、所属する建設技能者の評価や人数に関する項目を設定し、建設技能者
の能力評価制度による評価結果を連動させることが必要である。その際、制度構築の目的を明確にして議論すること
で、業界全体として国民にアピールしていくことが必要であり、ニーズ・信頼に応えうる情報が提供されることが重要で
ある。

この連動により、高いレベルの建設技能者を抱える企業の受注機会が拡大すれば、所属する建設技能者の処遇改
善にも繋がることになる。また、企業は、高い施工能力を示すために、所属する建設技能者への人材投資を行い、また、
高いレベルの建設技能者を雇用し続けるために相応の処遇を行うことが期待される。

（略）

これらの意見も踏まえ、平成３０年度において、専門工事企業の施工能力等を見える化する仕組みの構築について
議論を行う検討会の設置など、「見える化」する項目や手法等についての本格的な検討を進めていく必要がある。



論点 委員意見

総論 ・「評価」というよりも、専門工事企業としての「指標」や「目標」となる項目を設定するイメージではないか。
（元請団体）

・具体的な「見える化」項目は専門工事業団体において設定するとしても、建設キャリアアップシステムの
データを活用して（紐付けて）客観的・自動的に結果が出てくる仕組みとすべき。（専門工事業団体）

・住宅産業の関係企業も対象とすべき。一人親方の取扱について工夫が必要。（全建総連）

活用について ・優秀な専門工事企業が安定受注できる環境を作ることが大事。例えば、公共工事での評価結果の活用
などができないか。（専門工事業団体）

・最初から「総合点で○点以上の会社に発注」などとなったら議論が動かなくなるので、議論の進め方に
注意する必要。（元請団体）

・エンドユーザーや不動産業界に対しても、「わが社にはゴールドカードの職人が○％いるから安心であ
る」といったＰＲができると良い。（専門工事業団体）

・元請個社は、下請の工程・品質・安全管理への取組・コスト意識・課題対応能力等を評価のポイントとし
ていることから、これらを読み取れる制度にすることで、元請にも活用されるのではないか。（元請団体）

見える化する項目・内容について

＜全般＞ ・専門工事企業の特徴を捉えた項目設定が重要。（元請団体）

・発注者や元請企業等によって重視する項目も異なることから、一律の基準によるランク付けや点数化
はなじまないのではないか。（元請団体）

・電気設備業界のように、職種が幅広く、一律の評価が難しい分野があることを考慮すべき。（専門工事業団体）

＜施工能力・実績＞ ・技能者の能力評価制度に基づく技能者のレベルや人数（直庸技能者の数、技能者を管理する能力を
有する社員の数等）が、その会社の施工能力を把握するものとして最も重要ではないか。 （元請団体・専門
工事業団体）

・施工実績については、現場の難易度も考慮すべきではないか。（専門工事業団体）
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これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見 ［Ｈ30年１～３月］



論点 委員意見

見える化する項目・内容について

＜安全衛生・処遇・
福利厚生、人材確
保・育成＞

・直近と経年の取組・実績をどのように評価するか。（専門工事業団体）

・技能者の安定雇用、自社育成が評価される仕組みとすべきではないか。（専門工事業団体）

・女性活躍に係る項目も必要ではないか。（元請団体）

・実習等の若手技能者の育成や、週休２日制等の働き方改革についても評価に加えるべき。（元請団体）

＜地域貢献その他＞ ・雇用の受け皿、災害時の防災対応等の役割が評価される仕組みとすべき。（専門工事業団体）

・専門工事業団体に所属する企業に対して加点措置をしてはどうか。（専門工事業団体）

誰が見える化するか ・元請、専門工事企業のどちらにも属さず、公平な目で評価できる主体とすべきではないか。（専門工事業団体）

・専門工事業団体が評価主体となるには、人的余裕がない。また、他の主体に委託するにしても、資金面
の課題がある。（専門工事業団体）

・信頼性の確保が有効に機能している先行事例を参考にすべき。（元請団体）

・国は、評価項目や運用に関する基準の提示や、適正な制度運用に必要な関与、経費支援等を行うこと
で、評価制度の信頼性を担保すべき。（元請団体）

その他 ・情報開示の方法は、インターネット上にポータルサイト等を設けることで、閲覧の利便性を確保すべきで
はないか。（元請団体）

・情報開示の対象は、能力評価検討会の中間とりまとめ（H30.3.27）に記載の評価項目をベースとし、開示
に当たっては企業の同意を要し、企業の希望に応じて更新可能とすべきではないか。（元請団体）

・情報の管理は、制度の信頼性を担保しうる国や公的機関が行うのが望ましいのではないか。（元請団体）

・専門工事業団体の所属の有無にかかわらず、希望する企業は評価制度の対象として認めるべきでは
ないか。（元請団体）

・チームで施工している場合は、個々の企業ごとの情報を提供するほか、チーム形成の情報についても
提供できるようにしてはどうか。（元請団体） 5

これまで頂いた能力評価検討会委員等のご意見 ［Ｈ30年１～３月］



参考：全基連（優良・適格業者制度）の例

○制度目的 基礎工事専門企業の施工能力等を客観的に評価したうえで、総合工事業者をはじめとする業界及び発注者に対して情報を公表し、
不良・不適格業者を排除し、総合評価方式等に専門工事業者の技術提案力や工事実績が活用され受注に結び付くようにすること

○制度開始 平成21年（平成16年から検討開始）
※専門工事業団体として唯一の評価制度

制度概要

①経営力 （財務状況、営業年数、職員定着率、賃金の支払い（日給月給制等））
②施工力 （機械所有台数、技術者・技能者数（資格保有者数、直用技能者数等）、特許等の有無、最大請負金額、安全成績等）
について評価し、点数化。
→評価を算出し、ランク分け（High、Middle、Standard、ランク外） 。

なお、上記の評価項目に加え、受注先の分類、週休制度、社員教育制度、福利厚生制度、社会保険加入状況等の情報についても
調査・集計・分析し、全基連の活動等に活用。

評価の内容

○運営主体 （一社）全国基礎工業協同組合連合会運営委員会（学識経験者、全基連等）

○評価主体 （一社）全国基礎工業協同組合連合会審査委員会（学識経験者、振興基金、全基連等）

○評価対象 会員企業（任意。会員175社中140～150社程度）

○評価期間 １年間

○評価のフロー
会員企業が調査票に必要事項を記入し、連合会に電子又は紙で提出

→全基連において調査票の内容をシステムに入力
→システムが分野ごとの評価及び総合評価（High、Middle、Standard、ランク外）を算出
→審査委員会において評価を決定

→「優良・適格業者（H、M、S）」を全基連「優良適格事業者検索システム」において公表

⇒システム利用者（元請、発注者、公共等）は、企業の地域、工事実績（施設の種類・請負金額・使用工法）、所有機械、有資格者の有無等から
企業の検索が可能

○申請料 無料

○公表内容 事業者名、住所等、資本金、工事実績、社員内訳（直用人数等）、機械所有台数、
評価（総合評価・分野ごとの評価（経営基盤、施工規模、施工管理、技術提案力、雇用管理等））

○評価の効果 優良適格事業者には証明書・証明シールを交付し、シールは建機に貼り付けることができる。

評価の方法

検索システムにおける企業評価の例（抜粋）
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参考：鉄骨生産工場認定制度の例

○制度目的 鉄骨の生産能力・品質管理能力・技術力を客観的に評価し、鉄骨工事の規模や技術的難易度に応じて、発注者が適正な品質を確保
できる鉄骨製作工場を選定できるようにする。
２次的な目的としては、評価基準（クリア目標）を示すことによる業界全体の技術力アップ（底上げ）

○制度開始 昭和52年（昭和57年に大臣認定制度となる。また、平成12年の建築基準法改正に伴い、性能評価の一つとしての新しい工場認定制度に移行。）

制度概要

①書類審査 （品質管理体制及び製作工程図、社内基準の整備、製造設備の種類 等）
②工場審査 （主要材料の品質管理、加工・組立・溶接の品質管理、製品の検査方法、製造・検査設備の種類 等）
において、それぞれのグレードの要件に適合するか審査。
→審査結果を踏まえ、適合する場合には性能評価書を交付。

評価の内容

○評価主体 性能評価機関 （ （株）日本鉄骨評価センター、（株）全国鉄骨評価機構）
※性能評価機関は、建築基準法に基づき、国土交通大臣の指定を受ける必要がある。

○評価対象 所属団体に関係なく、全国及び海外の鉄骨製作工場（2,119工場）

○評価有効期間 ５年間

○評価・認定のフロー
鉄骨製作工場は、性能評価申請書に必要事項を記入し、性能評価機関に提出【④】

→性能評価機関において書類審査及び工場審査を実施
→鉄骨製作工場に対し、性能評価書を交付（S、H、M、R、Jの各グレード）【⑤】
※建物規模や使用鋼材の適用範囲を決めるためのグレード分け。

→鉄骨製作工場は、国土交通大臣に大臣認定を申請（性能評価機関が申請事務の代行）【⑥】
→鉄骨製作工場に対し、認定書・指定書の交付【⑦⑧】
→「鉄骨製作工場のグレード（S、H、M、R、J）」を性能評価機関のHPにおいて公表

○性能評価手数料 有料 （S 101 万円、H 70 万円、M 45 万円、R 35 万円、J 25 万円）

○公表内容 事業者名、住所等、評価グレード、認定番号、評価対象期限

○評価の効果 発注者の作成する特記仕様書において、鉄骨製作工場のグレードが指定されている場合がある。
建築確認申請の際に図書の一部（溶接部に係る構造詳細図等）が省略可能となる場合がある。

評価の方法

鉄骨製作工場の評価・認定フロー
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※制度について建築基準法に法定

性能評価機関



○制度目的 利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の
向上や取組の促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与すること

○制度開始 平成23年４月
※制度の概要については、国土交通省自動車局の有識者委員会（「貸切バス事業者の安全性等評価・認定制度検討委員会」）において検討、とりまとめ。

参考：貸切バスの例（貸切バス事業者安全性評価認定制度）

制度概要

①安全性に対する取組 （デジタル式運行記録計の活用の有無、ドライブレコーダーを活用した教育・指導の有無等）
②事故及び行政処分の状況 （有責の死傷事故の発生状況、転覆等の事故の発生状況等）
③運輸安全マネジメント状況 （輸送の安全確保の責任体制、安全方針の策定と全従業員への周知徹底等） について評価し、点数化。

→合計得点を算出し、その時点での当該貸切バス事業者の
ランクに応じたランク分け（３つ星、２つ星、１つ星、ランク外）。

【詳細右記】

評価の内容

○運営主体 （公社）日本バス協会

○評価主体 （公社）日本バス協会貸切バス事業者安全評価認定委員会 （学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会）

○評価対象 貸切バス事業者（任意。約1400事業者認定）（バス協会会員・非会員を問わない）

○評価期間 原則として２年間 ※一定の死傷事故を引き起こした場合、一定の行政処分を受けた場合等は認定の取消し

○評価のフロー
貸切バス事業者が申請書・評価シートに必要事項を記入し、協会に郵送で提出

→日本バス協会が書面審査及び訪問審査を実施
→貸切バス事業者安全評価認定委員会において評価を決定（３つ星、２つ星、１つ星、ランク外）

→「認定事業者」（１つ星～３つ星）を日本バス協会ＨＰ・国土交通省ＨＰにおいて公表

○申請料 有料

○公表内容 事業者名、電話番号等、保有台数、上記評価結果、認定年度
※個々の評価項目についての詳細や、点数等の情報は非公開。

○評価の効果 ・認定事業者にはステッカー（SAFETY BUSマーク）を交付し、車体に表示することができる。
・訪日外国人向け貸切バスについて、臨時営業区域を設定できるようになる。（旅客課長通達）

評価の方法

SAFETY BUSマーク（３つ星）

ランクのステップアップのフロー
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○制度目的 東京都指定地域（特別区、武蔵野市、三鷹市）におけるタクシー利用者の利便向上及びより良質なタクシーサービスの提供

○制度開始 平成13年10月（制度創設当時は「ランク評価制度」。平成25年4月から現行の「タクシー評価制度」）

※制度設計時の行政（国土交通省）の関与については不明。

参考：法人タクシーの例（法人タクシー事業者評価制度①）

制度概要

「東京タクシーセンターの取り扱う指導事案及び苦情事案」、
「利用者の求める情報として接客サービスに関する情報や安全に関する情報」、
「経営面及び運転者の資質に係る要素」について、
①接客・サービス ②安全・運行管理 ③経営姿勢
等の観点から評価（詳細は次ページ参照）し、点数化。

→合計得点を算出し、ランク分け（優良・Ｂ・Ｃ）。

評価の内容

※制度を運営している（公財）タクシーセンターは、タクシー
業務適正化特別措置法に基づき適正化事業実施機関と
しての指定を受けており、その業務としてタクシー事業者へ
の街頭指導、利用者からの苦情処理等を行っている。
そのため、当該業務を行う過程で得られた情報も併せて
活用している。

○運営主体 （公財）東京タクシーセンター

○評価主体 （公財）東京タクシーセンター タクシー評価委員会 （学識経験者、有識者、タクシー利用者代表、
法人事業者・個人事業者団体代表及び労働団体代表からの推薦者、東京タクシーセンター）

○評価対象 地域内の全法人タクシー事業者

○評価期間 １年間

○評価のフロー
東京タクシーセンターにおいて、評価項目に関する情報を収集
（一部は個々のタクシー事業者や関東運輸局から入手）

→タクシー評価委員会において評価を決定（優良・Ｂ・Ｃ）

→「優良事業者」及び「２年間以上連続Ｃ評価事業者」を東京タクシーセンターＨＰにおいて公表

○申請料 無料

○公表内容 事業者名、住所等、保有台数、上記評価結果
※個々の評価項目についての詳細や、点数等の情報は非公開。

○評価の効果 ・優良事業者にはステッカーを交付し、車両に表示することができる。
・優良事業者のタクシー等に限って入構できる「優良タクシー乗り場」が設置されている。（12地区20箇所）

評価の方法

優良ステッカーと表示例
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（１）接客・サービス
・以下の事項に関する指導事案、苦情事案の有無
①職務に関して著しく不正な行為 ②不正登録 ③運転者証の偽造、改ざん、期限切れ、不携帯、不表示、裏表示・隠ぺい
④運送の引受の拒絶、運送の継続の拒絶又は中断 ⑤旅客に対する肉体的、精神的苦痛を与える行為 ⑥接客不良
⑦乱暴運転 ⑧利便阻害行為 ⑨呼込・客引行為 ⑩表示関係取扱不適切 ⑪その他不適切な行為 ⑫不当料金請求
⑬メーター不使用、割増メーター走行、メーター操作不適切 ⑭迂回走行 ⑮乗合類似行為 ⑯釣銭不払い、不足
⑰乗禁地区営業、区域外営業 ⑱指導員に対する暴力・暴言行為 ⑲適正運営の推進に関する規制無視

・以下の事項に関する利用者モニター評価
①接客態度 ②地理知識 ③運転操作 ④車内の状況 ⑤服装・身だしなみ

（２）安全・運行管理
①最高速度違反、駐停車違反等 ②重大事故 ③過労に係る労働局通報 ④行政処分

（３）経営姿勢
①優良運転者表彰受賞者の所属運転者に占める割合 ②優良事業者表彰の受賞率
③運転者採用状況（第二種運転免許養成率、自主研修等受講率、運転記録証明書等活用率等）
④適性診断受診率 ⑤街頭指導等協力実績

（４）その他
①グリーン経営認証事業者評価 ②UD・ワゴンタクシー保有状況評価 ③IT機器導入評価 ④環境美化運動評価
⑤防犯装備導入評価 ⑥観光タクシー運転者等評価 ⑦福祉・バリアフリー関係評価 ⑧防災・救急装備導入評価
⑨環境対策車両保有状況評価 ⑩外国人旅客おもてなしドライバー評価

評価項目

参考：法人タクシーの例（法人タクシー事業者評価制度②）
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①引越における約款の遵守 ②苦情等に対する対応体制や責任の所在の明確化 ③適切な従業員教育の実施
④適正な広告表示 ⑤適正な廃棄物処理等の実施 ⑥適正な個人情報の取扱い
⑦制度の信用を損なう行為又は信用を損なう恐れのある行為の有無

について、一定の要件を満たしているか判断。

→要件を満たしていれば、引越優良事業者として認定。

○制度目的 安全・安心な事業者の見える化、引越業界全体のコンプライアンスの向上、引越における苦情やトラブルの防止

○制度開始 平成26年度

※平成23年度から「引越事業者優良認定制度準備委員会」が設立され、委員として国土交通省（自動車局貨物課長）も参画。

参考：引越事業者の例（引越事業者優良認定制度）

11

制度概要

評価の内容

○運営主体 （公社）全日本トラック協会 引越事業者優良認定制度運営委員会

○評価主体 （公社）全日本トラック協会 引越事業者優良認定制度審査委員会

（学識経験者、国土交通省、消費者関係団体、消費者問題専門家、マスコミ関係者、全日本トラック協会）

○評価対象 引越事業者

○評価期間 ３年間

○評価のフロー
引越事業者が申請書に必要事項を記入し、協会に郵送で提出

→全日本トラック協会が書面審査を実施
→引越事業者優良認定制度審査委員会への諮問・答申を経て引越優良事業者を認定

→「引越優良事業者」を全日本トラック協会ＨＰにおいて公表

○申請料 右表のとおり

○公表内容 事業者名、引越サービス名称、住所等
※個々の評価項目についての詳細等は非公開。

○評価の効果 ・引越優良事業者には認定証を授与し、認定マーク・認定ステッカーを事業所等に掲示することができる。
・引越優良事業者が登録した者は、毎年度「お客様対応責任者研修会議」への出席が必要。

評価の方法

認定マーク（引越安心マーク）

申請事業所数 申請料

51事業所以上 30,000円

11～50事業所 10,000円

10事業所以下 3,000円

申請料
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見える化制度の活用方法



専門工事企業の見える化制度の必要性、検討の手順について

1

○ これまでいただいたご意見について（共有）

○ 立場ごとの活用方法について【論点①】

○ どのような項目・内容を見える化するのか【論点②】

○ 誰がどのように見える化するのか（運営主体等）【論点③】

○ 誰がどのように情報を管理するのか。申請等の手続をどうするか【論点④】

→ 制度の大まかな枠組みについて

本日ご議論いただきたいこと

背景・必要性

○建設産業は、近い将来、高齢者の大量離職が見込まれることから、中長期的な観点からの担い手
の確保・育成や、建設工事に係る施工水準の確保が課題。

○そのため、人を大切にし、施工能力等の高い専門工事企業が、単なる価格競争ではなく、適正に
評価されるようにすることで、これらの企業の受注機会が拡大するようにし、技能労働者の処遇
改善や人材への投資につながる好循環を生み出すことを目指すことが必要。
※建設キャリアアップシステムにより可能となる「技能者の能力評価」とも連動させる。

検討の流れ



立場ごとの活用方法について【論点①】

2

○ 施工能力等の見える化制度の構築に当たって、それぞれの立場・状況で、この制度をどのように活用するのか、

その際、どのような情報が必要なのかについて議論、整理する。

立場＼工事種別 公共工事 民間工事

発注者

○発注者が直接契約を結ぶ相手は元請であることを前提として、その下請として入る専門工事企業
について知りたい情報は何か（必要な情報はあるか）

ex）社会保険加入、登録基幹技能者 等

○エンドユーザー（住宅購入者等）に高付加価
値商品であることをアピールしたり、高価格
で販売する根拠として活用できるか

元請

○元請が専門工事企業を選定する際に、どのような情報が必要か

・現在の協力会社の客観的な情報を確認

・新たな専門工事企業を探す際の判断材料 など

○重層構造の中、２次以下の専門工事企業について知りたい情報は何か（必要な情報は何か）

専門工事業

○専門工事企業として、自社の施工能力等を客観的にアピールするために活用

・新しい営業先の開拓、顧客等との価格交渉における主張の根拠

・不良不適格業者との差別化（適正な競争環境の整備）のために活用

○専門工事企業が（下請の）専門工事企業を選ぶときに、知りたい情報は何か

業界全体 ○社会保険加入や週休２日制の促進、人材の確保育成、地域貢献の推進等を図る

・上記それぞれの主体が必要な情報は何か【論点②へ】

・専門工事企業と契約する元請等にとって判断基準の一つとなる情報や仕組みを議論・検討

・さらに、発注者にとって必要な情報や仕組みについて、ヒアリング等も活用しながら引き続き議論・検討

＜立場・工事種別ごとの検討＞



専門工事業者の確保に資する取組み①

3

○専門工事業の技術力が工事全体の品質確保に大きな影響を及ぼすと思われる工事において、入札参加者

に加えて、入札参加者が受注者となった場合に想定される専門工事業者の技術力も評価する取組を実施

特定専門工事審査型総合評価落札方式

特定専門工事部分について技術提案を提出させ、入札参
加者と合わせて技術評価する。

技術評価点（加算点）の配点割合

（技術提案評価型S型）

登録基幹技能者

専門工事会社との契約等において、基幹技能者の優先
配置等、基幹技能者を活用する場合、（元請）企業の施工
能力として評価する。

技術評価点の配点割合

（施工能力評価型）

加算点（４０点） 施工体制審査点
（３０点）企業の能力等

（２０点）
技術者の能力等

（２０点）

基幹技能者部分の配点

加算点（６０点） 施工体制審査点
（３０点）技術提案

（３０点）
施工能力等
（３０点）

専門工事部分の配点
（加算点全体の５０％未満）

【対象工事】

・ 特定専門工事（法面処理工事、杭基礎工、地盤改良工

事又は海上工事（海上工事については、いずれかの工種に限

る））が工事全体に占める重要度が高い工事

【審査・評価方法の留意点】

・ 特定専門工事部分についての技術提案を求める

・ 原則として、入札参加者及び特定専門工事業者に対してヒ

アリングを実施

※特定専門工事業者のヒアリングへの同席は任意の協力



専門工事業者の確保に資する取組み②

4

○全ての地方整備局等で、総合評価方式において、適宜、登録基幹技能者の配置を評価項目に設定
○登録基幹技能者の有資格者数等によって、その設定件数には差がある状況
○総合評価の評価項目に設定している工事件数が多い地方整備局は、少ない地方整備局と比べ、有資格
者の増加傾向がより大きい。

■登録基幹技能者配置工事の平均成績評定※→７８．８点（全工事（一般土木）平均７８．３点）

※H27年度発注工事（一般土木）のうち完成した工事
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増加率が高い
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見える化する項目及び内容



1

【考え方と論点】

①現時点で考えられる項目・内容は次頁のとおり。

キャリアアップシステムと連動させた技能労働者の能力評価をはじめ、客観的かつ

簡便に把握できるものとする。

・それぞれの立場（元請等）で必要とする項目・内容（情報）は何か。
※第１回検討会後、アンケート等を行う予定。

・どの項目・内容を業界共通の必須の情報とするか。

②専門工事企業複数社がチームとなり、重層的に業務を遂行している実態を踏まえた

仕組みとする。

・例えば、１次のみを対象とし、その中で２次以下も含めたチーム形成の状況を反映

させることについてはどうか。その場合、２次以下の「見える化」はそれで十分か。

・一方で、「高いレベルの建設技能者を抱え、育てる企業が選ばれる環境を整備する」

との観点から、「見える化」は、会社ごとに行うべきではないか。

③その他

・ある時点の実績だけでなく、過去の実績（経過）についてどのように反映させるか。

等

どのような項目・内容を見える化するのか【論点②】



項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

基礎情報

→p3

建設業の許可 ○ 建設業法上の建設業許可の有無等

建設業の営業年数 ○ 営業年数

財務状況 ○ 【今後検討】

施工能力

→p6

技能労働者の人数 ○
キャリアアップカードの保有人数、能力評価基準におけるレベルごとの人数、そ
の他社員数等

建設キャリアアップシステムとの連動を想定

建機の保有状況 【業種ごとに設定】 自由記述か

表彰 企業表彰の有無、建設マスターの人数

工事実績 ○ 【業種ごとに設定】 自由記述か

安全衛生

→p14

安全衛生優良企業 該当の有無（厚労省の公表制度）

労基法、安衛法等の違反状況 ○ 過去５年間の労基法、安衛法等の違反の有無 ※送検された事案について公表されている。

法令遵守の状況 ○ 過去５年に建設業法第28条の規定により指示され又は営業の停止を命ぜられたことの有無

労働災害発生等状況 ○ 過去５年間の法令違反による死亡災害等の有無 ※企業名は公表されていない。

労働時間 ○ 直近の事業年度の1月平均の時間外労働時間

安全関係団体加入状況 建設業労働災害防止協会への加入の有無（COHSMSの導入の有無）

処遇・
福利厚生

→p23

社会保険等加入状況
○ 雇用保険・健康保険・厚生年金保険加入の有無 建設キャリアアップシステムとの連動を想定

建退共、退職一時金又は企業年金制度、法定外労災制度の加入の有無

給与制度 ○ 月給制、日給月給制等の給与制度

休暇制度 ○ 週休日数制度

労務管理
○ 就業規則の有無

36協定締結の有無

人材確保
育成

→p31

若年者の確保育成状況

基準日に35歳未満の技能労働者の割合

基準日に35歳未満で対象年内に新たに技能労働者となった者の人数、割合

ユースエール認定の取得の有無

女性の確保育成状況
女性技能労働者の人数、割合

えるぼし、くるみん認定・プラチナくるみん認定の取得の有無

研修・訓練の実施状況 職業訓練校の活用等

地域貢献
その他

→p40

防災活動への貢献状況 防災協定締結の有無

国際標準化機構が定めた規格
による登録状況

ISO9001、ISO14001の登録の有無

生産性向上・技術開発 NETISの登録等の有無、その他生産性向上の取組 自由記述か

民事再生法等の適用有無 民事再生法又は会社更生法の適用有無

災害時対応 BCP（事業継続計画）策定の有無

経営力 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定の有無

見える化する項目・内容

2



・元請個社は、下請の工程・品質・安全管理への取組・コスト意識・課題対応能力等を評価のポイントとしている。（元請団体）

１．基礎情報について

3

これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○事業を営む上での基礎情報である建設業許可の有無等、建設業の営業年数などの情報を見える化。

○特に財務状況については、収益性や健全性等に関する情報のような企業の内部情報もあると考えられることから、見える
化する範囲については検討が必要。

基本的な考え方

項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

基礎情報

建設業の許可 ○ 建設業法上の建設業許可の有無等

建設業の営業年数 ○ 営業年数

財務状況 ○ 【今後検討】



主任技術者の設置

経営状況等に関する客観的事項の審査
（公共工事の元請になろうとする建設業者）

①経営状況 ②経営規模
③技術力 ④社会性

業種ごとに工事現場に技術者を設置

○建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護
○建設業の健全な発達を促進

・建設業を営む者の資質の向上
・建設工事の請負契約の適正化 等

目的

許可の要件

経営能力
業種ごと
の技術力

欠格要件

・許可取消しから一定期間を経過しない者
・刑に処せられてから一定期間を経過しない者
・法人でその役員が欠格要件に該当する者 等

誠実性

監理技術者の設置
（元請として4,000万円以上
の下請契約を結ぶ場合）

特定建設業許可
（元請として4,000万円以上
の下請契約を結ぶ工事）

一般建設業許可
（特定建設業以外）

２９業種
（土木工事業・建築工事業等） 都道府県

知事許可

1の都道府
県のみに
営業所を
設置

国土交通
大臣許可

２以上の都
道府県に
営業所を
設置

許可の種類

許可制度 ★建設業者の資質の向上★

500万円未満の
建設工事

（建築一式工事につ
いては、1500万円未
満又は150㎡未満の
木造住宅工事）

許可不要

技術者制度 ★施工技術の確保★

経営事項審査 ★公共工事元請業者の一元評価★

例：施工体制台帳の作成 （4,000万
円以上の下請契約を結ぶ場合）

請負契約の適正化 ★発注者や下請負人の保護等★

・指示処分 ・営業停止処分 ・許可取消処分

※ 許可を有さない者に対しても処分可能

監督処分 ★法令遵守の実効性の担保★

・公正な請負契約の締結義務

・請負契約の書面締結義務

・元請負人の義務

財産的
基礎

１．基礎情報

①建設業の許可（建設業法の概要（昭和24年5月24日公布））

4

中央建設業審議会・社会資本整備審議会
産業分科会建設部会
平成３０年審議 第２回基本問題小委員会
（H30.3.19） 資料１
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１．基礎情報

②建設業の営業年数（参考：経営事項審査における営業継続の状況）
建設産業政策会議「建
設産業政策2017+10」
（H29.7.4） 参考資料
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項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

施工能力

技能労働者の人数 ○
キャリアアップカードの保有人数、能力評価基準におけるレベルごとの人
数、その他社員数等

建設キャリアアップシステムとの連動
を想定

建機の保有状況 【業種ごとに設定】 自由記述か

表彰 企業表彰の有無、建設マスターの人数

工事実績 ○ 【業種ごとに設定】 自由記述か

・元請個社は、下請の工程・品質・安全管理への取組・コスト意識・課題対応能力等を評価のポイントとしている。（元請団体）

・技能者の能力評価制度に基づく技能者のレベルや人数（直庸技能者の数、技能者を管理する能力を有する社員の数等）
が、その会社の施工能力を把握するものとして最も重要ではないか。 （元請団体・専門工事業団体）

・施工実績については、現場の難易度も考慮すべきではないか。（専門工事業団体）

２．施工能力について

6

これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○専門工事企業の施工能力を測る基礎情報として、技能労働者等の人数や建機の保有状況を項目として設定。

・技能労働者については、建設キャリアアップシステムと連動させ、キャリアアップカードの保有人数に加え、技能者の能力
評価制度に基づく技能者のレベルごとの人数を見える化。

・建機の保有状況については、技能労働者とともに施工能力を構成するもの。一方で、業種ごとに必要とされる建機が異な
る（そもそも建機を必要としない場合もある）ため、業種ごとに設定。

○優良な施工を行った専門工事企業が分かるよう、企業表彰の有無等も項目に追加。

○施工実績については、受注高などにより定量的に見える化する方法と、施工現場の記載などにより定性的に見える化する
方法が考えられる。現場の難易度も考慮できるよう、業種ごとに設定。

基本的な考え方



※システム運営主体
（一財）建設業振興基金

〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横
断的に登録・蓄積する仕組み

〇システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって
建設業の担い手を確保

〇システムの構築に向け官民（参加団体：日建連、全建、建専連、全建総連 等）で検討を進め、平成３０年秋に運
用開始予定

〇運用開始初年度で１００万人の技能者の登録、５年で全ての技能者（３３０万人）の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

２．施工能力

①技能労働者の人数（建設キャリアアップシステムとの連動）

技能者情報のイメージ

ＩＤ 123456789012

氏名 建設 太郎

生年月日 Ｓ55 1980/07/28

保有資格

登録基幹技能者 型枠 2016.06.20

技能講習 玉掛け 2008.05.21

特別教育 ロープ高所作業 2005.11.09

社会保険加入状況 退職金共済

建保 〇 協会建保 建退共 〇

年金 〇 厚生年金

雇用 〇 －－－

①技能者情報等の登録

技能者の保有資格や
社会保険の加入状況
をシステム上で確認する
ことが可能に

技能者の就業履歴
（いつ、どの現場で
従事したかの実績）
が蓄積される

第３章 生産性革命
（２）第４次産業革命の社会実装と生産性が伸び悩む分野の制度改革等

④建設分野
- 建設技能者の就業履歴等を蓄積する建設キャリアアップシステムの来年秋の構築等により、現場管理や書類作成・人材育成の効率化、技能や経験

が適正に評価される環境整備を行う。

＜参考＞新しい経済政策パッケージ（H29.12.8閣議決定）（抄）

技能者の処遇改善が図られる環境を整備

②カードの交付・現場での読取 ③システムによる就業履歴の蓄積

就業履歴情報のイメージ

雇用事業者 現場名 就業年月 就業日数

〇〇建設 ××ビル 2019.6 22日

〇〇建設 □□住宅 2019.7 19日

〇〇建設 国道△△号 2019.8 11日

計 3現場 52日

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料
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氏名 職種 生年月日 現住所

〇〇
〇男

型枠工 〇年〇月〇日 〇〇県〇〇市
～～～

建設
太郎

型枠工 △年△月△日 △△県△△市
～～～

□□
□子

鉄筋工 □年□月□日 □□県□□市
～～～

□□
次郎

足場
とび工

■年■月■日 ■■県■■市
～～～

技能者の処遇改善 現場管理の効率化

〇経験や技能に応じた処遇の実現 〇社会保険加入状況等の確認の効率化

・現場に入場する技能者ひ
とりひとりについて、社
会保険の加入状況等の確
認が効率化

※赤枠部分にシステムに蓄積された情報が反映される

・システムに蓄積される就業履歴や保有資格を活用
し、
技能者をレベル分けする能力評価基準を検討
（レベルに応じてキャリアアップカードを色分け）

・技能者の能力評価と連動した専門工事企業の施工能
力等の見える化も進め、良い職人を育て、雇用する
専門工事企業が選ばれる環境を整備

〇建退共関係事務の効率化
・技能者に証紙を交付する際の事
務作業が軽減（現在は手作業で
必要書面を作成している）

※また、建退共において、証紙に替えて電子的に就労実績を
把握する方式の導入について検討が進められている

就労実績を把握

キャリアアップ
システム

就労実績の
報告

下請

元請

証紙
交付

※建退共において、システムに蓄積された就業履歴を用いて
証紙請求書類（共通）を作成するソフトを開発し、
本年１０月目途に提供予定

事業者名 技能者
名

就業
日数

社会保険
加入

〇〇建設 〇〇〇男 11 〇

〇〇建設 建設太郎 10 〇

✕✕工務所 □□□子 20 〇

✕✕工務所 □□次郎 20 〇

〇書類作成の簡素化・合理化

・施工体制台帳や作業員名簿の
作成の手間やミスを削減

作業員名簿（イメージ）

※カードのカラーはイメージ

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

目安：
初級技能者
（見習いの技能者）

目安：
中堅技能者
（一人前の技能者）

目安：
職長として現場に
従事できる技能者

目安：
高度なマネジメント
能力を有する技能者
（登録基幹技能者等）

評価基準に合わせ
てカードを色分け

○経験（就業日数）

○知識・技能（保有資格）

○マネジメント能力

（登録基幹技能者講習・職長経験）

技能者の能力評価の対象

これらを組み合わせて評価

建設キャリアアップシステムに登録した技能者に
対し個別に配布されるキャリアアップカードを、
レベルに応じて色分けする

建設キャリアアップシステム

により客観的に把握可能

8

２．施工能力

①技能労働者の人数（建設キャリアアップシステムとの連動）
建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料より編集
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２．施工能力

②建機の保有状況（参考：経営事項審査において評価対象となる建設機械）

建設業者が保有・リースしている機械のうち、
①災害時の復旧対応に使用されるもの ②定期検査により保有・稼働確認ができるもの

＜対象機種の考え方＞

移動式クレーン
（つり上げ荷重３トン以上）

モーターグレーダー
（自重が５トン以上）

大型ダンプ車
（車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で
自家用の事業種類として建設業を届け出てい

るもの又は営業用の大型ダンプのうち、主とし
て建設業の用途に使用するもの）

建設機械の保有状況を経営事項審査の「その他（社会性等）の審査項目」（Ｗ）にて評価

自ら所有しているか、審査基準日から１年７ヶ月以上のリース契約が締結
されている機械１台保有につきＷに最大１５点の加点

評 価 の 条 件

ショベル系掘削機 トラクターショベル ブルドーザー

＜平成23年４月から評価＞

＜平成27年４月から評価＞
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２．施工能力

③表彰（優良工事等局長表彰等）

○ 多くの地方整備局等や都道府県において、技術の向上や円滑な事業の推進に資することなどを目的
として、施工が優秀であった企業を表彰する制度が存在。

○東京都
【建設局優良工事等表彰】※元請含む

平成29年度表彰数：工事61件、委託39件

平成28年度表彰数：工事67件、委託45件

■優良工事等局長表彰等の例

北海道開発局下請企業表彰（留萌開発建設部）（H29.10.17）

○関東地方整備局

【優良工事表彰】※元請含む

平成28年度表彰数：52件
（一般土木22、維持修繕12、その他18。対象件数1,150）

平成27年度表彰数：50件
（一般土木19、維持修繕11、その他20。対象件数1,109）

（表彰対象）
①当該工事の成績が優良なもの、又はその功績が顕著なもの
②工事の難易や、創意工夫、安全対策への取り組み等が
優れているもの

○北海道開発局

【下請企業表彰】

平成29年度表彰数：46社（のべ数）

（表彰対象）
優良工事等表彰受賞工事（①工事成績評定等が特に優秀、

②困難な条件を克服して工事等を完遂し優秀な成果を上げた 等
の工事等を選定）の中から下請企業を数社選定し表彰

（表彰対象）
前年度に完成した工事及び委託のうち、成績が優良で、かつ
１．特に困難な施行条件を克服して工事等を完遂したもの
２．施行にあたっての熱意・創意工夫等が特に優れ、他の模範となるもの
３．その他、局事業の遂行に著しく貢献したもの
の3つの条件のいずれかに該当すると判断されたもの



〇技能・技術が優秀であり、将来一層の活躍が期待される方を土地・建設産業局長が顕彰する。
〇建設マスターに達するまでの技能の向上のインセンティブを与えるとともに、建設技能者のキャリアアップス
テージの強化を図ることを目的とする。

（参考）優秀施工者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュニアマスター）

〇対象
建設現場において工事施工に直接従事している個人

〇要件
①建設現場業務に10年以上直接従事
②年齢39歳以下
（相当の理由がある場合に限り、40歳以上の方も対象）

③自己の責任に関する無事故期間が３年以上

〇顕彰基準
①技能・技術が優秀であること
②工事施工の合理化等に貢献していること
③将来その活躍が一層期待されること
④安全・衛生の向上に貢献していること
⑤他の建設現場従業者の模範となっていること

〇選考方法
建設業者団体からの推薦を受けた方を審査委員
会において選考

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）

○ 「ものづくり」に直接従事している建設技能者の中から、特に優秀な技能・技術を持ち、後進の指導・育成に
多大な貢献をしている方を国土交通大臣が顕彰する。

○ 「ものづくり」に携わる方の誇りと意欲を増進させるとともに、その社会的評価の向上を図ることを目的とする。

〇対象
建設現場において工事施工に直接従事している個人
〇要件
①建設現場業務に20年以上直接従事
②年齢40歳以上60歳以下
（相当の理由がある場合に限り、35歳以上40歳未満及
び61歳以上の方も対象）

③自己の責任に関する無事故期間が３年以上

〇顕彰基準
①技能・技術が優秀であること
②工事施工の合理化等に貢献していること
③後進の指導育成に努めていること
④安全・衛生の向上に貢献していること
⑤他の建設現場従業者の模範となっていること

〇選考方法
建設業者団体、都道府県及び地方整備局等から
の推薦を受けた方を審査委員会において選考

＜制度概要＞

＜制度概要＞ ＜被顕彰者数＞
〇合計人数
9,234人（平成４年～28年）

〇直近３年間
389人（第23回・平成26年度）
406人（第24回・平成27年度）
415人（第25回・平成28年度）

＜被顕彰者数＞
〇合計人数
216人（平成27年～28年）
※ジュニアマスターは平成27年度に新
設された

〇直近２年間
110人（第１回・平成27年度）
106人（第２回・平成28年度）

第４回検討会 資料４
をもとに修正

２．施工能力

③表彰（建設マスター）
建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料
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卓越した技能者（現代の名工）の表彰制度（厚生労働大臣表彰）

• 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び
技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業
に精進する気運を高めることを目的とする。

• 都道府県知事や全国的な規模の事業を行う事業主団体等から推薦のあった者のうち、厚生労働大臣が技能者表
彰審査委員の意見を聴いて決定。

〇対象
• 卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者
• 都道府県知事、全国的な事業主団体等の推薦により候補者を選出
• 職業を全20部門に分類

〇技能者表彰規程（昭和42年労働省告示第38号）
以下のすべてに該当する者
① きわめてすぐれた技能を有する者
② 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
③ 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
④ 他の技能者の模範と認められる者

〇昭和42年度より毎年実施され、平成29年度は第51回

〇被表彰者数・被推薦者数
（直近3年及び第1回から第51回までの累計）

＜概要＞

出所）厚生労働省ホームページ「卓越した技能者（現代の名工）」表彰制度のコーナー

回 年度
被表彰者数
（合計）

被推薦者数 制度改正等

第49回 平成27年度 150人 446人

第50回 平成28年度 160人 471人
・受賞者を160人に
（第50回記念）
・女性推薦枠を拡大

第51回 平成29年度 149人 466人

6,196人 17,521人第1回～第51回合計

型枠大工として四〇年余、図面と寸分の誤差のない施工精度であらゆる形状の
建物の型枠を完成してきた。その高い技能は、熊本市の高橋稲荷神社大鳥居の
立替工事において、氏の綿密なコンクリート打設計画のもと遺憾なく発揮さ
れ、高難度の樹脂型枠打放しコンクリートの美しい大鳥居を完成させた。ま
た、積極的に後進の指導にあたり、技能検定合格率を大幅にアップさせるな
ど、後進技能士の育成にも尽力している。

〇建設関連の職種の受賞者（第9部門、第10部門、第17部門の一部を例として表示）

〇平成29年度被表彰者（型枠大工）の「技能功績の概要」

部門 職種 平成27年度 平成28年度 平成29年度 直近3年合計

建築とび工 1 1 1 3
宮大工 6 2 1 9
建築大工 2 3 3 8
型枠大工 0 0 1 1

ボーリング工 0 1 0 1
建築鉄筋工 0 1 0 1

左官 2 3 2 7
建築板金工 4 3 3 10
かわらふき工 1 2 2 5
れんが積工 0 0 1 1
配管工 1 1 0 2

タイル張工 0 1 0 1
サッシ施工 1 0 0 1
室内装飾工 1 2 1 4
塗装仕上工 1 0 0 1

建具ｶﾞﾗｽはめ込工 0 1 0 1

20 21 15 56合計

第17部門

第9部門

第10部門

第４回検討会 資料４
をもとに修正

２．施工能力

③表彰（卓越した技能者（現代の名工））
建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料
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• 技能士が日頃から研鑽を積んだ技能を競うことにより、その技能の一層の向上と社会的地位の向上を図るとと
もに、技能尊重気運の醸成に資することを目的とする。

• 出場選手は年齢にかかわりなく、各都道府県から選抜された特に優れた技能を有する１級技能士等（技能士会
の推薦等）。

• 大会優勝者には、内閣総理大臣賞、厚生労働大臣賞などの表彰。

技能グランプリ（主催：厚生労働省、中央職業能力開発協会、一般社団法人 全国技能士会連合会）

〇対象
年齢にかかわりなく、各都道府県から選抜された
特に優れた技能を有する１級技能士等

〇参加選手資格等（いずれか）
①技能検定の特級、１級、または単一等級の技能士
②都道府県職業能力開発協会、技能士会の会長から大会会長に
推薦された者

③過去のグランプリの同一職種で、第１位でない者

〇課題
職種ごとに競技課題、採点基準等を事前公表

〇採点基準
職種ごとに寸法精度、出来映え等が定められる

〇実施職種
第29回大会（平成28年3月開催）は30職種（うち建設系10職種）

〇入賞者
・職種ごとに採点を行い、金賞（優勝者）、銀賞、銅賞、敢闘賞
が表彰される

＜概要＞

出所）中央職業能力開発協会ホームページ（http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/ginogpx/）

〇第29回大会（平成28年3月開催）
建設系10職種の技能グランプリ入賞者数

注）造園は二人一組で課題製作にあたる。

金賞 銀賞 銅賞 敢闘賞 合計

建築大工 1 3 3 7 14

かわらぶき 1 1 2 0 4

建築配管 1 1 1 3 6

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系
床仕上げ

1 1 2 3 7

ｶｰﾍﾟｯﾄ系
床仕上げ

1 1 0 0 2

壁装 1 3 3 4 11

建具 1 2 3 0 6

ガラス施工 1 1 1 1 4

タイル張り 1 1 1 0 3

造園 2 2 4 6 14

合計 11 16 20 24 71

第４回検討会 資料４２．施工能力

③表彰（技能グランプリ）
建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料

13



・元請個社は、下請の工程・品質・安全管理への取組・コスト意識・課題対応能力等を評価のポイントとしている。（元請団体）

・直近と経年の取組・実績をどのように評価するか。（専門工事業団体）

３．安全衛生について

14

これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○建設業においては、労働災害により294人の方が亡くなっており（平成28年）、専門工事企業の災害撲滅に向けた取組の
状況や実績等に関する項目を追加。

・具体的には、厚生労働省が労働安全衛生水準の高い企業として公表している安全衛生優良企業等であるかどうか、労基
法・安衛法等の違反状況や、労働災害発生等の状況などについて見える化。

・また、働き方改革の流れの中、長時間労働の是正の観点からも、直近の事業年度の月当たり時間外労働時間等について
見える化。

○労基法・安衛法等の違反状況や、労働災害発生等の状況といったネガティブな情報を見える化する期間については、近年
の労働安全衛生に係る専門工事企業の状況を見える化できるようにするため、「建設業者の不正行為等に関する情報交換
コラボレーションシステム」に準じて、過去５年分を基本として設定。

基本的な考え方

項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

安全衛生

安全衛生優良企業 該当の有無（厚労省の公表制度）

労基法、安衛法等の違反状況 ○ 過去５年間の労基法、安衛法等の違反の有無 ※送検された事案について公表されている。

法令遵守の状況 ○ 過去５年に建設業法第28条の規定により指示され又は営業の停止を命ぜられたことの有無

労働災害発生等状況 ○ 過去５年間の法令違反による死亡災害等の有無 ※企業名は公表されていない。

労働時間 ○ 直近の事業年度の1月平均の時間外労働時間

安全関係団体加入状況 建設業労働災害防止協会への加入の有無（COHSMSの導入の有無）
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【考え方と論点】

③その他 ・ある時点の実績だけでなく、過去の実績（経過）についてどのように反映させるか。

「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」の「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーション
システム」（※）においては、
・大臣許可業者の監督処分情報については、過去５年分
・各都道府県知事許可業者の監督処分情報についても、ほぼ全ての都道府県（45/47都道府県）で、
過去５年分

の情報を掲載期間としている。 （※）http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/index.html

見える化制度における過去の情報（※）についても、「建設業者の不正行為等に関する情報交換
コラボレーションシステム」に準じて過去５年分を基本とするのが妥当ではないか。
（※）労基法・安衛法等の違反状況、労働災害発生状況、法令遵守の状況 等

（左）国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
（右）建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム

３．安全衛生

見える化する期間（過去の実績）について



16

３．安全衛生

①安全衛生優良企業（制度の概要）

厚生労働省資料より抜粋



安全優良職長厚生労働大臣顕彰

• 高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職長を中心とし
た事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に平成10年度より実施（計20回）。

• 建設業では、事業者が顕彰基準に該当する候補者を推薦する。建設業労働災害防止協会及び建設業関係団体等
による一次審査、顕彰審査委員会（厚生労働省に設置）による二次審査を経て選考された被顕彰候補者の中か
ら、厚生労働大臣が被顕彰者を決定する。

• 顕彰要領で示された平成29年度の顕彰(目安)人数は、建設業80人程度、製造業等70人程度。

〇目的
優れた技能と経験を有し、担当する現場又は部署において優良な安全

成績をあげた職長、班長等労働者を直接指揮する者(以下「職長等」と
いう。)を顕彰し、高い安全意識を有し、適切な安全活動を実践してい
る職長等の企業内外における評価を高めるとともに、顕彰された職長等
がより広く活躍できるよう支援を行い、当該職長等がさらに企業内外に
おける安全活動の核として活動することにより、事業場における安全活
動の活性化を図り、もって我が国産業の安全水準の向上を図ることを目
的とする。

〇対象
産業の場において、作業を直接指揮する職長等

〇顕彰基準（原則として、すべての事項に該当する者）
①職長等としての実務経験が10年以上であり、現在も当該職務に就い
ていること。

②職長等として担当した現場において過去５年以上、休業４日以上の
災害が発生していないこと。

③職務に必要な資格（免許、技能講習及び特別教育）を有するととも
に、能力向上教育等の各種安全衛生教育を十分に受講し、安全管理、
作業指揮等の能力が優秀であると認められていること。

④安全管理に関する部下の指導教育又は安全管理に関する知識・技能
の普及や継承について積極的に活動していること。

＜概要＞

出所）建設業における安全優良職長厚生労働大臣顕彰要領

出所）建設業における安全優良職長厚生労働大臣顕彰要領、製造業における安全優良職長厚生労働大臣顕彰要領

出所）安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者名簿より作成

〇被顕彰者数（合計・建設業）

出典）http://www.mhlw.go.jp/photo/2018/01/ph0115-01.html

〇平成10年度より実施され、平成29年度で20回目

年度
被顕彰者数
（合計）

被顕彰者数
（建設業）

平成27年度 132名 74名

平成28年度 143名 78名

平成29年度 141名 69名

第４回検討会 資料４建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料
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３．安全衛生

①安全衛生優良企業（安全優良職長厚生労働大臣顕彰）
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３．安全衛生

②労基法、安衛法等の違反状況

450件（全業種）

※平成29年３月１日～平成30年２月28日厚生労働省公表分

厚生労働省HPにおける公表の例

直近１年間の労基法、安衛法等の違反件数

（内訳）

・労働安全衛生法違反 320件

・労働基準法違反 90件

・労働者派遣法違反 20件

・最低賃金法違反 42件
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３．安全衛生

③法令遵守の状況（H27・28年度の建設業者に対する監督処分・勧告の実施概要等）

■国土交通省プレスリリース（平成29年５月12日土地・建設産業局建設業課）



墜落・転落45.6% 

交通事故（道路）

13.3% 

崩壊・倒壊

9.2% 

激突され7.5% 

挟まれ・巻き込まれ6.5% 

飛来・落下5.1% 
その他12.9% 

（人）

（資料出所）死亡者数： 死亡災害報告 死傷者数： 労働者死傷病報告

過去15年間の死亡者数の推移

平成２８年における事故の型別内訳

死亡者数
294人

墜落・転落34.4% 

挟まれ・巻き込まれ

10.5% 

転倒10.0% 

飛来・落下

9.7% 

動作の反動・無理な動作

5.4% 

激突され4.9% 

激突4.4% 

交通事故（道路）4.4% 

その他16.3% 

死傷者数
15,058人

607

548

594

497 508

461
430

371 365
342

367
342

377

327
294

200

300

400

500

600

700

H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年

⃝ 平成14年から平成28年までの過去15年間で死亡者数は半減

３．安全衛生

④労働災害発生等状況（建設業における労働災害の発生状況）

20

厚生労働省資料より抜粋



1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

年間総実労働時間の推移

出典： 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間

2016年度：2056時間

▲9時間

2007年度：1993時間

2016年度：1951時間

▲42時間

2007年度：1807時間

2016年度：1720時間

▲87時間

220

225

230

235

240

245

250

255

260

年間出勤日数の推移（日）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：256日

2016年度：251日

▲5日

2007年度：238日

2016年度：234日

▲4日

2007年度：233日

2016年度：222日

▲11日

105時間

336時間

17日

29日

21

資料４再掲
３．安全衛生

⑤労働時間（実労働時間及び出勤日数の推移（建設業と他産業の比較））
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３．安全衛生

⑥安全関係団体加入状況（COHSMSの概要）

• 建設業を営む事業主及び事業主の団体が会員の、労働災

害防止団体法に基づき設立された特別民間法人。

• 建設業について労働災害防止規程を設定し、労働災害の防

止に関して援助・支援等の自主的な活動を行うことにより、事

業主又は事業主の団体等が行う労働災害防止のための活

動を促進し、もって建設業における労働災害防止を図ること

が目的。

• 会員になることにより、建設業労働安全衛生マネジメントシ

ステム（COHSMS）の導入等についての支援や安全衛生関

連情報の提供等が受けられるほか、安全管理士等による技

術指導等が受けられる。

• また、会員及び安全衛生教育を受講した企業は、公共工事

等における入札参加の際に発注者から加点等を受けられる

場合がある。

建設業労働災害防止協会（建災防）について

• 建設事業場において、

①安全衛生に関する方針の表明、

②危険性又は有害性等の調査及びその結果に基

づき講ずる措置、

③安全衛生に関する目標の設定

等を体系的かつ継続的に実施する安全衛生管理

に係る一連の自主的活動に関する仕組みであっ

て、施工管理等と一体となって運用されるもの。

• 作業所における労働災害の潜在的な危険有害要

因をなくし、健康の増進と快適職場づくりを実現

し、建設企業の安全衛生水準の向上を目指すこと

が目的。

建設業労働安全衛生マネジメント
システム（COHSMS）について

建設業労働災害防止協会HPより

■会員数の推移



・週休２日制等の働き方改革についても評価に加えるべき。（元請団体）

４．処遇・福利厚生について

23

これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○建設産業の魅力を高め、若年層や女性の入職を促進していく観点から、賃金水準の向上や長時間労働の是正、週休２日
の確保など建設産業の「働き方改革」を強力に推進し、新たな担い手を呼び込んでいくことが求められており、専門工事企業
におけるこのような取組を項目として設定。

・社会保険については、建設キャリアアップシステムと連動させ、加入の有無について見える化。

・そのほか、建退共等の各種制度への加入の有無、給与制度の形態、週休日数制度等についても項目に追加。

基本的な考え方

項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

処遇・
福利厚生

社会保険等加入状況
○ 雇用保険・健康保険・厚生年金保険加入の有無

建設キャリアアップシステムとの連動
を想定

建退共、退職一時金又は企業年金制度、法定外労災制度の加入の有無

給与制度 ○ 月給制、日給月給制等の給与制度

休暇制度 ○ 週休日数制度

労務管理
○ 就業規則の有無

36協定締結の有無



98%

2%

＜雇用保険＞

加入

未加入

85%

9%

6%

＜３保険＞

３保険加入
３保険いずれか加入
未加入

86%

14%

＜厚生年金＞

加入

未加入（国民年金加入者を含む）

89%

11%

＜健康保険＞

加入

未加入（市町村国民健康保険加入者を含む）

91%

9%

＜雇用保険＞

加入

未加入

97%

2% 1%

＜３保険＞

３保険加入

３保険いずれか加入

未加入

98%

2%

＜健康保険＞

加入

未加入

○ 公共事業労務費調査（平成29年10月調査）における社会保険加入状況調査結果をみると、
・ 企業別の加入率は、雇用保険では98% ［対前年度比+0.5% ］ 、健康保険では98% ［対前年度比

+0.5% ］ 、厚生年金保険では97% ［対前年度比+0.4% ］となっています。
・ 労働者別の加入率は、雇用保険では91% ［対前年度比+7.1% ］ 、健康保険では89% ［対前年度比

+8.3% ］ 、厚生年金保険では86% ［対前年度比+8.3% ］となっています。

企業別

労働者別

97%

3%

＜厚生年金＞

加入

未加入

雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険

H23.10 75% 60% 58% 57%

H24.10 75% 61% 60% 58%

H25.10 76% 66% 64% 62%

H26.10 79% 72% 69% 67%

H27.10 82% 77% 74% 72%

H28.10 84% 80% 78% 76%

H29.10 91% 89% 86% 85%

雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険

H23.10 94% 86% 86% 84%

H24.10 95% 89% 89% 87%

H25.10 96% 92% 91% 90%

H26.10 96% 94% 94% 93%

H27.10 98% 97% 96% 95%

H28.10 98% 97% 97% 96%

H29.10 98% 98% 97% 97%

労働者別・３保険別加入割合の推移

企業別・３保険別加入割合の推移

※企業別及び労働者別における「未加入」には、関係
法令上社会保険の加入義務のないケースも含んで
いる。 24

資料４再掲
４．処遇・福利厚生

①社会保険等加入状況（社会保険加入状況調査結果）



○建設キャリアアップシステムの活用
・システムの導入により、一人親方も含め技能者の
加入状況等の簡易な把握が可能となることから、
システムの活用方法等について関係者間で検討

・平成30年秋以降、システム活用の取組を試行

○未加入企業の更なる「見える化」
・現場に掲示する施工体系図において未加入企業を
「見える化」

〇平成２４年度以降、建設業における社会保険加入対策を推進してきた結果、社会保険の加入率
は着実に上昇。

〇一方、未だ社会保険に加入していない企業が存在。引き続き、建設業の持続的な発展に必要な
人材の確保と公平な競争環境の構築に向け、社会保険加入を促進する取組が必要。

〇平成３０年度以降２年間において、以下の方向性に基づき、社会保険加入を徹底・定着させる
取組を集中的に実施。

１．地域における優良な取組事例の共有

○社会保険加入推進地域会議の全国展開
・地域の建設業者が参加し、事例共有や行動基準の
採択を行う「社会保険加入推進地域会議」を全国
展開

・会議に参加した事業者に対し、ステッカー等を配
布し、対外的なＰＲを支援

２．加入対策の更なる合理化・適正化

３．未加入企業への対策の強化

４．法定福利費の確保の取組の強化

○建設業許可業者からの未加入企業の排除
・未加入企業に対し建設業許可・更新を認めない仕
組みとすべく、建設業法改正を検討

○民間工事や地方公共団体工事における対策強化
・民間発注者への周知など誓約書の活用促進と民間
約款の改正（加入企業に限定する規定を創設）の検討

・地方公共団体工事における対策強化の更なる要請

○実態調査を踏まえ、法定福利費を下請まで行き渡
らせるための施策の検討・実施

○立入検査の継続
・標準見積書の活用や法定福利費の支払状況の確認

○社会保険の加入や法定福利費・賃金の支払い状況
について、引き続き実態調査を実施

５．継続的な実態把握

○従業員が４人以下の個人事業所や一人親方など、法令上加入義務のない者への対応策について検討

６．その他
25

４．処遇・福利厚生

①社会保険等加入状況（社会保険加入対策の今後の取組の方向性）



氏名 職種 生年月日 現住所

〇〇
〇男

型枠工 〇年〇月〇日 〇〇県〇〇市
～～～

建設
太郎

型枠工 △年△月△日 △△県△△市
～～～

□□
□子

鉄筋工 □年□月□日 □□県□□市
～～～

□□
次郎

足場
とび工

■年■月■日 ■■県■■市
～～～

技能者の処遇改善 現場管理の効率化

〇経験や技能に応じた処遇の実現 〇社会保険加入状況等の確認の効率化

・現場に入場する技能者ひ
とりひとりについて、社
会保険の加入状況等の確
認が効率化

※赤枠部分にシステムに蓄積された情報が反映される

・システムに蓄積される就業履歴や保有資格を活用
し、
技能者をレベル分けする能力評価基準を検討
（レベルに応じてキャリアアップカードを色分け）

・技能者の能力評価と連動した専門工事企業の施工能
力等の見える化も進め、良い職人を育て、雇用する
専門工事企業が選ばれる環境を整備

〇建退共関係事務の効率化
・技能者に証紙を交付する際の事
務作業が軽減（現在は手作業で
必要書面を作成している）

※また、建退共において、証紙に替えて電子的に就労実績を
把握する方式の導入について検討が進められている

就労実績を把握

キャリアアップ
システム

就労実績の
報告

下請

元請

証紙
交付

※建退共において、システムに蓄積された就業履歴を用いて
証紙請求書類（共通）を作成するソフトを開発し、
本年１０月目途に提供予定

事業者名 技能者
名

就業
日数

社会保険
加入

〇〇建設 〇〇〇男 11 〇

〇〇建設 建設太郎 10 〇

✕✕工務所 □□□子 20 〇

✕✕工務所 □□次郎 20 〇

〇書類作成の簡素化・合理化

・施工体制台帳や作業員名簿の
作成の手間やミスを削減

作業員名簿（イメージ）

※カードのカラーはイメージ

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

目安：
初級技能者
（見習いの技能者）

目安：
中堅技能者
（一人前の技能者）

目安：
職長として現場に
従事できる技能者

目安：
高度なマネジメント
能力を有する技能者
（登録基幹技能者等）

評価基準に合わせ
てカードを色分け

○経験（就業日数）

○知識・技能（保有資格）

○マネジメント能力

（登録基幹技能者講習・職長経験）

技能者の能力評価の対象

これらを組み合わせて評価

建設キャリアアップシステムに登録した技能者に
対し個別に配布されるキャリアアップカードを、
レベルに応じて色分けする

建設キャリアアップシステム

により客観的に把握可能

26

建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料より編集

４．処遇・福利厚生

①社会保険等加入状況（建設キャリアアップシステムとの連動）
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建設産業政策会議「建
設産業政策2017+10」
（H29.7.4） 参考資料

４．処遇・福利厚生

①社会保険等加入状況（参考：経営事項審査における社保・建退共等の加入状況）

該当 非該当

雇用保険未加入 -40 0

健康保険の未加入 -40 0

厚生年金保険の未加入 -40 0

建退共加入 15 0

退職一時金もしくは企業年金制度の導入 15 0

法定外労災制度への加入 15 0

（１）労働福祉の状況（W1）

適用除外の場合
は減点無し

89%

0%
11%

雇用保険

加入 未加入 適用除外

86%

1%

13%

健康保険

加入 未加入 適用除外

91%

1%
8%

厚生年金保険

加入 未加入 適用除外

64%

36%

建退共

加入 未加入

64%

36%

法定外労災

加入 未加入

55%

45%

退職一時金もしくは年金制度

加入 未加入

出典：経営事項審査申請データより国土交通省算出（H29.1時点）



建
退
共
本
部

①共済契約

②共済手帳 交付

③共済手帳 交付

④共済証紙 貼付（※）

【共済手帳に証紙を貼付（日額310円）】

⑤（退職時）退職金支給

221

※現状は、下請企業が日報等から手作業で就労日数等の実績を作成した上で元請に報告し、
元請企業は、証紙の必要枚数を下請に交付（元請が証紙を購入し、下請に交付する場合）

※将来的な措置として、電子的に就労実績を把握する方式の導入について検討中

建
設
業
事
業
主

建
設
労
働
者
（
約

万
人
）

＜退職金額のイメージ＞

※証紙252日分を1年と換算して計算

＜退職金支給状況＞

就労年数 証紙貼付 退職金額

５年 1,260枚 410,781円

10年 2,520枚 945,903円

15年 3,780枚 1,572,816円

20年 5,040枚 2,256,366円

25年 6,300枚 3,029,754円

30年 7,560枚 3,902,745円

35年 8,820枚 4,898,775円

年度 最高支給額 平均支給額

24 10,086,051円 967,907円

25 9,806,931円 952,697円

26 10,044,741円 965,481円

27 10,237,599円 971,720円

28 10,981,743円 894,111円

（
約
17

万
事
業
者
）

・建設業退職金共済制度（建退共制度）は、現場を転々とすることが多い建設労働者のために、中小企
業退職金共済法に基づき創設された退職金制度（昭和39年制度創設）。

・（独）勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部（以下「建退共本部」）が制度を運営。

・建設業の事業主が建退共本部と締結した共済契約に基づき、建設労働者の共済手帳に就労日数に応じ
て共済証紙（日額310円）を貼付。建設労働者が建設業界から離職した際に、手帳に貼付された証紙
の枚数に応じて、建退共本部が労働者に退職金を支給する仕組み。

見
本

４．処遇・福利厚生

①社会保険等加入状況（建設業退職金共済制度の概要）
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31.7

80.3

98.1

64.5

64.9

17.1

1.2

33.3

0.5

1.3

0.5

2.5

1.3

1.4

0.5

0.6

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技能労働者

下請技術者

元請技術者

全体

月給 日給 個人事業主等 出来高制 その他

N=439

N=161

N=76

N=202
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第３回建設産業政策会議
（H29.1.26） 資料２－３より編集

４．処遇・福利厚生

②給与制度（給与制度に関するアンケート実施結果）

■アンケート概要

○元請け・下請け問わず、技術者のほとんどが月給制となっている
○一方で、技能労働者は６割以上が日給制となっている。

35.6

84.4

98.0

61.7

63.2

15.0

1.7

37.5

0.5

0.6

0.4

0.7

0.3

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

技能労働者

下請技術者

元請技術者

全体

月給 日給 個人事業主等 出来高制 その他

N=1038

N=303

N=167

N=568

給与形態
週休２日モデル工事

給与形態
週休２日モデル工事以外

実施期間

平成２８年１１月２８日（月）～平成２８年１２月７日（水）

調査方法

地方整備局各事務所を通じて、週休２日モデル工事及び通常工事の受注者に対し依頼し、元請、下請業者の技術者を対象とした。
回答は、特設のＷＥＢページに入力し、回収した。

回収数

総回収数 １，５６２件 （うち有効回答数 １，４７７件）
※週休２日モデル工事対象者：439人
週休２日モデル工事以外の対象者：1,038人 ※回答者平均年齢：約45歳



8.5 

5.3 

8.8 

2.3 

2.2 

2.0 

24.5 

21.8 

26.8 

16.5 

14.9 

18.4 

40.9 

48.0 

37.7 

7.2 

7.8 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

建築工事

土木工事

4週8休

(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

◯ 建設工事全体では、約半数が４週４休以下で就業している状況。

出典：日建協「2017時短アンケート（速報）」を基に作成

【建設業における休日の状況】
現在4週8休は

1割以下

（4週当たり）

休暇日数

5.00日

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

4.78日

※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
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資料４再掲
４．処遇・福利厚生

③休暇制度（建設業における休日の状況）



・技能者の安定雇用、自社育成が評価される仕組みとすべきではないか。（専門工事業団体）

・女性活躍に係る項目も必要ではないか。（元請団体）

・実習等の若手技能者の育成についても評価に加えるべき。（元請団体）

５．人材確保育成について

31

これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○建設産業は、近い将来、高齢者の大量離職が見込まれることから、中長期的な観点からの担い手の確保・育成とともに、
建設工事に係る施工水準の確保が課題となっており、専門工事企業における人材の確保育成に関する取組を項目に追加。

・技能労働者をしっかりと育成するために若年者を雇用しているか見える化するため、技能労働者全体に占める35歳未満
の技能労働者の割合や、35歳未満で対象年内に新たに技能労働者となった者の人数等についての項目を設定。

・女性の確保育成が進んでいるか見える化するため、技能労働者全体に占める女性の割合や、厚生労働省の行っているえ
るぼし認定、くるみん認定・プラチナくるみん認定の取得状況について項目を設定。

・また、人材の育成に関するものとして、職業訓練校の活用といった研修・訓練の実施状況について、項目を設定。

基本的な考え方

項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

人材確保
育成

若年者の確保育成状況

基準日に35歳未満の技能労働者の割合

基準日に35歳未満で対象年内に新たに技能労働者となった者の人数、割合

ユースエール認定の取得の有無

女性の確保育成状況
女性技能労働者の人数、割合

えるぼし、くるみん認定・プラチナくるみん認定の取得の有無

研修・訓練の実施状況 職業訓練校の活用等



出所：総務省「労働力調査」（H29年平均）をもとに国土交通省で推計

（万人）

（年齢階層）

81.1万人
24.5％

2.7 

14.0 

19.9 

24.6 

33.2 

44.5 

43.2 

33.9 

31.9 

33.2 

47.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上

36.6万人
11.0％

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。

○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約10％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

32

資料４再掲
５．人材確保育成

①若年者の確保育成状況（年齢階層別の建設技能者数）



平成２６年３月卒

出所：厚生労働省「新規高校卒業就職者の産業別離職状況」「新規大学卒業就職者の産業別離職状況」

平成２７年３月卒

平成２８年３月卒

※平成29年9月発表分のため、平成27年3月卒は3年目の離職者、平成28年3月卒は2,3年目の離職者が存在しない

24.5%

12.4%
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13.8%
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12.1%
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6.5%
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71.1%
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69.5%

80.0%

67.8%
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100%

建設業 製造業 全産業 建設業 製造業 全産業

高卒 大卒

引き続き就労している者

3年目の離職者

2年目の離職者

1年目の離職者

22.9%
11.6% 18.0% 12.2% 5.8% 11.8%

13.5%

8.3%
11.6%

9.0%
6.4%

10.5%

63.5%
80.1%

70.3%
78.8%

87.8%
77.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

建設業 製造業 全産業 建設業 製造業 全産業

高卒 大卒

21.4%
11.2% 17.2% 10.5% 5.5% 11.3%

78.6%
88.8% 82.8% 89.5% 94.5% 88.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

建設業 製造業 全産業 建設業 製造業 全産業

高卒 大卒

○ 建設業の離職率は他産業よりも高く、年々改善しているものの、特に１年目の割合が高くなっている。
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５．人材確保育成

①若年者の確保育成状況（建設業における離職状況（３年目までの離職率））
建設技能者の能力評価のあり方
に関する検討会中間とりまとめ
（H30.3.27） 参考資料
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５．人材確保育成

①若年者の確保育成状況（若者雇用促進法に基づくユースエール認定制度）
厚生労働省資料より抜粋
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５．人材確保育成

②女性の確保育成状況（建設業における技術者・技能者に占める女性の割合）

362万人

3.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

100

200

300

400

H25 H26 H27 H28 H29

技術者・技能者数 女性割合

万人

技術者・技能者に占める女性の割合（建設業）

総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

女性技術者 1.1 1.1 1.3 1.4 1.8

全技術者 27 28 32 31 31

女性技術者の割合 4.0% 3.9% 4.2% 4.6% 5.9%

（単位：万人）
■技術者

H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

女性技能者 8.2 8.7 8.6 8.8 9.5

全技能者 338 341 331 326 331

女性技能者の割合 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.9%

■技能者
（単位：万人）
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５．人材確保育成

②女性の確保育成状況（女性活躍推進法に基づくえるぼし認定制度）

○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業
は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。

※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能認定の段階

★【別紙】に掲げる基準以外のその他の基準
○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。
○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

●次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ
トに毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組
を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連
続してその実績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ
イトに毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、
その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその
実績が改善していること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して
いること。

●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。

１段階目

２段階目

３段階目

厚生労働省資料より抜粋
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５．人材確保育成

②女性の確保育成状況（女性活躍推進法に基づくえるぼし認定制度（別紙））

注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類似の雇用管理
区分とまとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。

【別紙】女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準

評価項目 基 準 値 （実績値）

①採用 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること
（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性の採用者数）」×０．８が、直近３事業年度の平
均した「採用における男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと）

②継続就業 ⅰ）「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれ
ぞれ７割以上であること
又は

ⅱ）「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者
の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割
合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること

③労働時間等の働き方 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の
事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること

④管理職比率 ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
（※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。）

又は

ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した
女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性労働者のうち
課長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること

⑤多様なキャリアコース 直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと）、中
小企業については１項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

厚生労働省資料より抜粋
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５．人材確保育成

②女性の確保育成状況（くるみん認定・プラチナくるみん認定）

くるみん・プラチナくるみん（共通）
♦女性の育児休業取得率 75％以上
労働時間数
フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

認定の概要

主な認定基準 認定実績

認定企業への優遇措置

① 企業が次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づいた一般事業主行動計画の策定・届出
を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企
業」として認定（くるみん認定）

② くるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業に対しては、より優良な「子育てサ
ポート企業」として認定（プラチナくるみん認定）

③ 認定基準を満たさなくなったり、次世代法に違反したりした等の場合に、認定取消しの対象となる。

 くるみん認定企業 2,878社
 プラチナくるみん認定企業 195社

※平成30年3月末時点

商品や広告等へのマーク使用
公共調達の加点評価
日本政策金融公庫による低利融資
両立支援等助成金の加算

くるみん

男性の育児休業等取得率

育児休業 7％以上
育児休業＋育児目的休暇

15％以上

プラチナくるみん

男性の育児休業等取得率

育児休業 13％以上
育児休業＋育児目的休暇

30％以上

厚生労働省資料より抜粋



○映像等による技術の見える化・標準化、ＶＲ等の最新技術の活
用等をコンテンツとした研修プログラム作成への支援等を行い、
各地で効率的・効果的に研修を受けられる環境を整備。

VRを活用した技能訓練

利根沼田テクノアカデミー（群馬）
・H28年4月開校（板金、瓦等）
・H30年に左官コースを新設予定
・愛知県の企業が加わる等、広域連携
の動き

職人育成塾（香川）

・H28年10月開校（内装系）
・H30年に職人育成塾を京都にも
開校予定

三田建設技能研修センター（兵庫）
・S57年7月開校
（躯体系、車両資格取得）

富士教育訓練センター（静岡）
・H9年4月開校
（土木、躯体等全般）

【VRを用いた重機のシミュレータ】

参考：「2016年はVR元年？BIMモデルの用途も
拡大」（日経アーキテクチュア： 2016年1月22日）

映像等を活用した技能訓練

【技能を映像等により見える化・標準化】

株式会社KMユナイテッド

教育訓練施設をはじめとする関係者との連携・協力を強化するこ
とにより、研修内容の充実、研修効果の拡大を図る。

教育訓練施設の例

効率的な技能者の教育・訓練等

地域建設産業における多能工化の推進

○中小・中堅建設企業の生産
性を高めるためには、建設現
場を担う技能者の専門技能
の幅を広げることによる多能
工化が有効な手段の一つ。

○多能工化推進のため、中小・
中堅建設企業で構成するグ
ループによる多能工育成・活
用計画の策定と実施を支援。

多能工の活用イメージ

壁面下地処理・防水・塗装工事を
横断的に施工可能に

測量 土工事 鉄筋 型枠
コンクリート
打設

多能工（鉄筋→型枠→

コンクリート打設）

工期短縮

○職種の入替がない
○手待ち時間が縮減
できる

○作業が効率化できる

測量 土工事

（イメージ）

多能工による施工

専門工による施工
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資料４再掲
５．人材確保育成

③研修・訓練の実施状況（建設技能者の育成）



項目区分 項目
必須
項目

内容 備考・留意点等

地域貢献
その他

防災活動への貢献状況 防災協定締結の有無

国際標準化機構が定めた
規格による登録状況

ISO9001、ISO14001の登録の有無

生産性向上・技術開発 NETISの登録等の有無、その他生産性向上の取組 自由記述か

民事再生法等の適用有無 民事再生法又は会社更生法の適用有無

災害時対応 BCP（事業継続計画）策定の有無

経営力 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定の有無

・雇用の受け皿、災害時の防災対応等の役割が評価される仕組みとすべき。（専門工事業団体）

・専門工事業団体に所属する企業に対して加点措置をしてはどうか。（専門工事業団体）

６．地域貢献その他について
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これまで頂いた能力評価検討会委員のご意見

○建設業は災害対応等において「地域の守り手」としての重要な役割を果たしており、地方自治体等と防災協定を
締結してそのような役割を担う専門工事企業の取組を見える化する。

○また、品質管理・環境管理、生産性向上、技術開発等に取り組んでいるかについて見える化する。

・品質管理や環境管理については、ISOシリーズの登録状況により判断。

・技術開発についてはNETISへの登録の有無により判断できるものもある。

・生産性向上に向けた取組や技術開発について、定量的に見える化することは難しいと考えられるため、記述式にして定性
的に見える化。

○併せて、民事再生法・会社更生法の適用有無、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定の有無などにつ
いても項目を設定。

基本的な考え方



41

６．地域貢献その他

①防災活動への貢献状況（参考：経営事項審査における防災協定の締結状況）
建設産業政策会議「建設産
業政策2017+10」（H29.7.4）
参考資料より編集

48%

52%

防災協定

有 無



改正の概要

○ 国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の24時間待機など自らの負担も
伴いながら防災活動を行い、社会的貢献を果たしている。

こうした建設業者の「地域の守り手」としての活動を評価すべく、平成18年５月より、国、特殊法
人等又は地方公共団体と、災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結してい
る建設業者を社会性（Ｗ点）において加点評価している。

改正の背景･目的

防災活動への貢献の状況（Ｗ３）による評価点数を、以下の通り見直す

現行制度上は、「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされているところ、「防災
協定を締結している場合に20点の加点評価」と改める

建設業者の「地域の守り手」としての役割の評価を拡大し、こうした企業を将来にわたって
後押しする

Ｗ点の評価項目
現行 改正案

有 無 有 無

Ｗ３：防災活動への貢献の状況（防災協定締結の有無） 15 0 20 0

６．地域貢献その他

①防災活動への貢献状況（参考：経営事項審査における防災活動への貢献状況の加点幅の拡大）
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（H30.4.1から適用）
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• ISO9001は、国際標準化機構（ISO）が策定
した品質に関するマネジメントシステムの仕

様を定めた規格。

• ISO9001では、顧客や社会などが求めてい
る品質を備えた製品やサービスを供給者が

常に届けるための仕組みについて規定。

• 1987年に初版発行され、今後の長きに渡り
安定して活用でき組織の事業環境の変化を

反映した内容の規格とすることを目的に、
2015年9月にISO9001:2015として改訂

ISO9001について

• ISO14001は、国際標準化機構（ISO）が策定
した環境に関するマネジメントシステムの仕様

を定めた規格。

• ISO14001の基本的な構造は、PDCAサイク
ルを繰り返すことにより、環境マネジメントのレ

ベルを継続的に改善していこうというもの。

• 事業者の経営面での管理手法について規定
し、具体的な対策の内容や水準については規

定せず。

• 1996年に初版発行

ISO14001について

経済産業省HP、環境省HPより国土交通省編集

日本工業標準調査会HPより

６．地域貢献その他

②国際標準化機構が定めた規格による登録状況（ISO9001、ISO14001の概要）



（件数：H30.4時点）

民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等において積極的に活用・評価
し、技術開発を促進していくためのシステム（平成13年度より運用）。

活用 事後評価
新技術データベース
『ＮＥＴＩＳ』
Web上で情報提供
http://www.netis.mlit.go.jp 技術の成立性や活

用効果等を5件以上
の活用結果に基づ
き評価

直轄工事等において、施
工条件等に適した新技術
を活用

登録
公共工事等に関す
る、実用化された技術
を申請、登録

テ
ー
マ
設
定

試
行
調
査

評
価
・認
定

現場活用を迅速化する取組の強化（H28から）

公
募

直
轄
工
事
等
に
お
け
る
現
場

ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
テ
ー
マ
を
設
定

・年間約5,200件（44%)の
直轄工事で活用
・活用延べ新技術数は、年
間約19,000技術

各地方整備局技術事
務所等にて受付

更
な
る
技
術
の
開
発
・改
良

技
術
開
発
成
果
（
有
用
な
技
術
）の
普
及

技
術
の
開
発
・実
用
化

NETIS
（申請情報）
約2,800件

ＮＥＴＩＳ
（評価情報）
約850件

有
用
な
技
術
の
積
極
的
な
活
用

迅速化

技術のスパイラルアップ

公共工事等における新技術活用システム

適
合
性
の
検
証

適
合
技
術
の
選
別

（H28年度実績）

６．地域貢献その他

③生産性向上・研究開発（公共工事等における新技術活用システムの概要）
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○ＩＣＴ土工の実施にあたり、ＩＣＴ用の基準類を整備するとともに、発注時の総合評価や完成時の工事成績における加点
評価等によりＩＣＴ施工を促進

○ 平成29年度、１月末時点で、ICT土工については対象工事として発注した工事のうち、約５割の729件の工事でICT土
工を実施し、約3割の施工時間の短縮効果を確認

○ あわせて、ICTに関する研修やベストプラクティスの共有等により知見の蓄積や人材育成、モチベーションの向上等を促進

■ICT施工の実施状況

工種 時点
Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

ICT実施 ICT実施

土工
１月末時点

（年度）
（584） 729

舗装 1月末時点 ― 17

浚渫 1月末時点 ― 23

■i-Constructionに関する研修

Ｈ２８年度
Ｈ２９年度
（予定含む）

回数※ 回数※

施工業者向け 281 約300

発注者向け 363 約250

合計 468 約400

■ベストプラクティスの共有等

・事例集の作成
・見学会等の開催
・i-Construction大賞(大
臣表彰制度)の創設

・i-Constructionロゴマー
クの作成 見学会の開催

※施工業者向けと発注者向けの重複箇所あり※都道府県等では、H28年度は約80件実施、H29年度は約870件実施予定

11.5

6.4

8.7

7.8

91.8

68.1

7.8

4.5

3.5

1.7

123.3

88.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

従来施工

ICT

起工測量～完成検査までの合計時間(平均)

起工測量 測量計算 施工 出来形計測 完成検査 合計

28.3%縮減

ICT活用工事受注者に対する活用効果調査（N=181）より

■ICT施工の効果
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６．地域貢献その他

③生産性向上・研究開発（建設業における生産性の向上（ＩＣＴの活用等））
資料４再掲
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６．地域貢献その他

④経営力（中小企業等経営強化法による中小建設企業支援）

経営力向上計画

申請事業者

中小企業･小規模事業者
中堅企業

経営革新等支援機関申請を
サポート

例
・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家

事業分野別
経営力向上推進機関

申請 認定

主務大臣
（事業分野別指針の策定）

普及啓発
人材育成

例 事業者団体、同業者組合 等

（１）政府による事業分野の特性に応じた指針の策定

国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上（「経営力向上」）の方法等を示した事業分野別の指
針を策定。個別の事業分野に知見のある者から意見を聴きつつ、経営力向上に係る優良事例を事業分野別指

針に反映。 ⇒ 建設業分野に係る経営力向上に関する指針を策定 (H28.10)

（２）中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組の支援

中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受ける
ことができる。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができる。 ⇒ 建設業 8,590件を認定

 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定

資産税の軽減措置（３年間１／２に軽減）や

中小企業経営強化税制（即時償却等）により

税制面から支援

 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（融

資・信用保証等）

 認定事業者に対する補助金における優先採択

提出先
（例）国交省：各地方の地方整備局

※推進機関において、人材育成を行う場合には、
労働保険特会からの支援を受けることが可能。

経済産業大臣
（基本方針の策定）

【支援措置】

（H30.1末時点 製造業に次ぐ認定件数）

⇒ 建設業分野では、一般財団法人
建設業振興基金を認定（H30.4）



（参考） その他の項目例
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■都道府県の競争参加資格審査、総合評価における評価項目の例

工事の内容に関係のある項目

工事成績

都道府県発注工事の受注実績

都道府県等の優良工事表彰

下請発注比率

建災防への加入、安全衛生講習の受講者数

下請代金の支払い

技術力向上への取り組み（ＣＰＤ）

ＶＥ提案の実績 等

地域貢献や社会性を評価する項目

社会貢献 災害対応（防災協定締結、出動実績、感謝状 等）

維持管理業務委託実績（除雪含む）

ボランティア活動実績（感謝状 等）

ＢＣＰ認定

暴力団追放活動（不当要求防止責任者 等）

人権施策（講習受講 等）

個人住民税の特別徴収実施

地元営業（都道府県の分譲土地への本社建設 等）

各種地元応援に係る企業認定、表彰等

雇用関係 新卒者の雇用（インターン受入れ）

障がい者雇用

協力雇用主

職員の増加状況

消防団員雇用

高齢者雇用

女性活躍（女性比率 等） 等

地域貢献や社会性を評価する項目

環境対策 エコアクション２１等の認定

環境保全活動実績（表彰、感謝状等）

産業廃棄物処理体制

企業努力 合併、協業組合の設立

新分野進出（設備投資、表彰、助成金交付 等）

コンプライアンスの取組

ＷＬＢに係る認証の取得状況

各種企業表彰（知事表彰等）

建設産業政策会議「建設産
業政策2017+10」（H29.7.4）
参考資料より編集


